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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】半二重端末が第１の基地局によってハンドリン
グされている無線セルラー通信ネットワークにおいて、
第２の基地局が半二重端末をハンドリングすることがで
きるか否かを判断する。
【解決手段】半二重端末によって実行され、第１の基地
局及び第２の基地局からの信号を受信するステップと、
これら信号の品質測定値を求めるステップと、第１の基
地局によって転送された信号の受信と第２の基地局によ
って転送された信号の受信との間の時間期間を求めるス
テップと、少なくとも品質測定値及び時間期間に従って
、第２の基地局が半二重端末をハンドリングすることが
できるか否かを判断するステップとを含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半二重端末が第１の基地局によってハンドリングされている無線セルラー通信ネットワ
ークにおいて、第２の基地局が前記半二重端末をハンドリングすることができるか否かを
判断するための方法であって、前記方法は、前記半二重端末によって実行され、
　－　前記第１の基地局及び前記第２の基地局からの信号を受信するステップと、
　－　前記信号の品質測定値を求めるステップと、
　－　前記第１の基地局によって転送された前記信号の受信と前記第２の基地局によって
転送された前記信号の受信との間の時間期間を求めるステップと、
　－　少なくとも前記品質測定値及び前記時間期間に従って、前記第２の基地局が前記半
二重端末をハンドリングすることができるか否かを判断するステップと、
を含むことを特徴とする、半二重端末が第１の基地局によってハンドリングされている無
線セルラー通信ネットワークにおいて、第２の基地局が前記半二重端末をハンドリングす
ることができるか否かを判断するための方法。
【請求項２】
　前記無線セルラー通信ネットワークはセル同期されていることを特徴とする、請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の基地局は、前記第１の基地局のセルにおいて信号を転送し、
　前記半二重端末は、前記第１の基地局によってハンドリングされているとき、前記第１
の基地局の前記セルのアイドル期間と呼ばれる時間期間中に信号の転送及び受信を行わず
、
　前記第２の基地局が前記半二重端末をハンドリングすることができるか否かを判断する
ことは、前記第１の基地局の前記セルの前記アイドル期間に従ってさらに判断される
ことを特徴とする、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２の基地局は、他の端末が位置する前記第２の基地局のセルにおいて信号を転送
し、
　前記半二重端末は、前記第２の基地局によってハンドリングされているとき、前記第２
の基地局の前記セルのアイドル期間と呼ばれる時間期間中に信号の転送及び受信を行わず
、
　前記第２の基地局が前記半二重端末をハンドリングすることができるか否かを判断する
ことは、前記第２の基地局の前記セルの前記アイドル期間に従ってさらに判断される
ことを特徴とする、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記無線通信ネットワークは半二重周波数分割複信方式を使用し、
　前記第１の基地局若しくは前記第２の基地局によってハンドリングされている半二重端
末のみが、前記第１の基地局若しくは前記第２の基地局の前記セルの前記アイドル期間中
に信号の転送及び受信を行わないか、又は、
　前記第１の基地局若しくは前記第２の基地局によってハンドリングされている前記半二
重端末、及び、前記第１の基地局若しくは前記第２の基地局が、前記第１の基地局若しく
は前記第２の基地局の前記セルの前記アイドル期間中に信号の転送及び受信を行わない
ことを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記無線通信ネットワークは時分割複信方式を使用し、
　前記第１の基地局若しくは前記第２の基地局によってハンドリングされている前記半二
重端末、及び、前記第１の基地局若しくは前記第２の基地局は、前記アイドル期間中に信
号の転送及び受信を行わないことを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項７】
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　－　品質測定値が所定の値よりも大きい信号を転送した前記基地局であって前記半二重
端末をハンドリングすることができる前記基地局を選択するステップと、
　－　前記選択された基地局によって転送された信号に関する前記品質測定値を含む測定
報告を作成するステップと、
　－　前記半二重端末をハンドリングしている前記第１の基地局へ前記測定報告を転送す
るステップと、
をさらに含むことを特徴とする、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　－　前記第２の基地局へのハンドオーバに進む要求を表すメッセージを、前記半二重端
末をハンドリングしている前記第１の基地局から受信するステップと、
　－　前記第２の基地局が前記半二重端末をハンドリングすることができるか否かをチェ
ックするステップと、
　－　前記チェックの結果に従って前記半二重端末をハンドリングしている前記第１の基
地局へメッセージを転送するステップと、
をさらに含むことを特徴とする、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　半二重端末が第１の基地局によってハンドリングされている無線セルラー通信ネットワ
ークにおいて、第２の基地局が前記半二重端末をハンドリングすることができるか否かを
判断するためのデバイスであって、前記デバイスは前記半二重端末に含まれ、
　－　前記第１の基地局及び前記第２の基地局からの信号を受信する手段と、
　－　前記信号の品質測定値を求める手段と、
　－　前記第１の基地局によって転送された前記信号の受信と前記第２の基地局によって
転送された前記信号の受信との間の時間期間を求める手段と、
　－　少なくとも前記品質測定値及び前記時間期間に従って、前記第２の基地局が前記半
二重端末をハンドリングすることができるか否かを判断する手段と、
を備えることを特徴とする、半二重端末が第１の基地局によってハンドリングされている
無線セルラー通信ネットワークにおいて、第２の基地局が前記半二重端末をハンドリング
することができるか否かを判断するためのデバイス。
【請求項１０】
　プログラマブルデバイス内に直接ロード可能とすることができるコンピュータプログラ
ムであって、前記コンピュータプログラムがプログラマブルデバイス上で実行される時に
請求項１～８のいずれか一項による方法のステップを実施するための命令又はコード部分
を含む、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包括的には、無線セルラー通信ネットワークにおいて、端末についてハンド
オーバを実行しなければならないかを判断するための方法及びデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　最先端の無線セルラー通信ネットワークでは、各端末には、理論的には通信をハンドリ
ングすることができる基地局の候補セットが定期的に割り当てられる。これらの候補基地
局は、たとえば、端末を現在ハンドリングしている基地局の周囲の基地局とすることがで
きる。各端末は、種々の候補基地局の候補測定チャネルの信号の品質を定期的に測定する
か、又は要求に応じて、すなわち特定のイベントの後に測定する。その後、これらの測定
値は、端末によって、この端末を現在ハンドリングしている基地局に報告され、基地局は
、ハンドオーバ手順を開始するべきか否かを判定することができる。
【０００３】
　代替的には、基地局の候補セットは端末には割り当てられない。各端末は、受信される
測定チャネルの信号が十分な品質を有する基地局との間で測定を行う。次に、端末は、こ
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の端末を現在ハンドリングしている基地局に測定値を報告し、基地局は、ハンドオーバ手
順を開始するか否か、又は、端末によって要求されたハンドオーバ手順を有効にするか否
かを判定することができる。
【０００４】
　このような最先端のハンドオーバは、全二重端末については有効であるが、半二重端末
についてはいくつかの問題につながるおそれがある。
【０００５】
　全二重端末は、無線信号の送信及び受信を同時に行うことができる端末である。
【０００６】
　半二重端末は、無線信号の送信及び受信を同時に行うことができない端末である。たと
えば、端末は時分割複信（ＴＤＤ）モードで動作し、送信及び受信は同じ周波数帯域上で
あるが異なる時間期間に行われる。端末は周波数分割複信（ＦＤＤ）モードで動作するこ
ともでき、送信及び受信は異なる周波数帯域上で異なる時間期間に行われる。
【０００７】
　基地局が時刻ｔｅに半二重端末へシンボルを送信するとき、これらのシンボルは、基地
局からの距離ｄに位置する端末によって、ｔｅ＋ＲＴＤ（ｄ）／２に等しい時刻に受信さ
れる。ここで、ＲＴＤ（ｄ）は、この端末のラウンドトリップ遅延（Round Trip Delay）
である。これらのシンボルは端末によって処理され、その後、端末もアップリンクチャネ
ルを介して基地局へシンボルを送信することができる。端末ＴＥは、アップリンクチャネ
ルを介してシンボルを送信する前に、ハードウェアオペレーション及びソフトウェアオペ
レーションの継続時間を考慮するために或る期間待たなければならない。この或る期間は
、受信送信切り換え時間（Receive Transmit Switch time）又は単にスイッチング時間と
言われ、ＲＴＳと呼称される。たとえば、この遅延ＲＴＳは、端末のハードウェア機器が
受信モードと送信モードとの間を切り換えるのに必要とする時間、及び、基地局のハード
ウェア機器が送信モードと受信モードとの間を切り換えるのに必要とする時間の最大値で
ある。したがって、アップリンクチャネルを介して送信されたシンボルは、ｔｅ＋ＲＴＤ
（ｄ）＋ＲＴＳ＋ＤDLに等しい時刻ｔｒより前には基地局ＢＴＳで受信することができな
い。ＤDLは、端末がダウンリンクチャネルで受信することができるシンボルの全継続時間
である。
【０００８】
　例として、第３世代パートナーシッププロジェクト長期的発展型（３ＧＰＰ／ＬＴＥ）
と互換性のある１０ｋｍのＦＤＤセル半径を有する基地局を考える場合、基地局がそのセ
ル内のいずれの場所に位置する端末もハンドリングすることができるようにするには、基
地局側及び端末側の双方、又は、端末側のみのいずれかで、２シンボルの継続時間に対応
するアイドル期間継続時間を作り出す必要がある。２シンボルの継続時間に対応するアイ
ドル期間継続時間によって、基地局は、基地局から最大１９．６ｋｍまでの距離に位置す
る半二重端末をハンドリングすることが可能になる。
【０００９】
　１シンボルの継続時間に対応するアイドル期間継続時間では、基地局は、基地局から最
大８．３ｋｍまでの距離に位置する半二重端末しかハンドリングすることができない。こ
のようなアイドル期間継続時間により、たとえ測定チャネルの信号の品質が十分高くても
、基地局は、基地局から８．３ｋｍよりも大きい距離に位置する半二重端末をハンドリン
グすることができないのに対して、全二重端末はハンドリングすることができる。
　したがって、通信中、ハンドオーバ手順が基地局に対して要求される場合があるが、基
地局と端末との間のラウンドトリップ遅延が基地局のアイドル期間に適合していないと、
基地局は半二重端末をハンドリングすることができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】欧州特許出願公開第１７４６７４３号
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、ターゲットの基地局のアイドル期間要件をうまく処理することができない半
二重端末についてハンドオーバが実行されることを回避することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この目的を達成するために、本発明は、半二重端末が第１の基地局によってハンドリン
グされている無線セルラー通信ネットワークにおいて、第２の基地局が半二重端末をハン
ドリングすることができるか否かを判断するための方法に関する。当該方法は、半二重端
末によって実行され、
　－　第１の基地局及び第２の基地局からの信号を受信するステップと、
　－　これらの信号の品質測定値を求めるステップと、
　－　第１の基地局によって転送された信号の受信と第２の基地局によって転送された信
号の受信との間の時間期間を求めるステップと、
　－　少なくとも品質測定値及び時間期間に従って、第２の基地局が半二重端末をハンド
リングすることができるか否かを判断するステップと、
を含むことを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明は、半二重端末が第１の基地局によってハンドリングされている無線セル
ラー通信ネットワークにおいて、第２の基地局が半二重端末をハンドリングすることがで
きるか否かを判断するためのデバイスにも関する。当該デバイスは半二重端末に含まれ、
　－　第１の基地局及び第２の基地局からの信号を受信する手段と、
　－　信号の品質測定値を求める手段と、
　－　第１の基地局によって転送された信号の受信と第２の基地局によって転送された信
号の受信との間の時間期間を求める手段と、
　－　少なくとも品質測定値及び時間期間に従って、第２の基地局が半二重端末をハンド
リングすることができるか否かを判断する手段と、
を備えることを特徴とする。
【００１４】
　したがって、半二重端末について非効率的なハンドオーバ要求を回避することによって
、ハンドオーバ手順の管理の質が向上される。
【００１５】
　特定の特徴によれば、無線セルラー通信ネットワークはセル同期（cell-synchronized
）されている。
【００１６】
　したがって、ハンドオーバの有効性確認が簡単化される。
【００１７】
　特定の特徴によれば、第１の基地局は、第１の基地局のセルにおいて信号を転送し、半
二重端末は、第１の基地局によってハンドリングされているとき、第１の基地局のセルの
アイドル期間と呼ばれる時間期間中に信号の転送及び受信を行わず、第２の基地局が半二
重端末をハンドリングすることができるか否かを判断することは、第１の基地局のセルの
アイドル期間に従ってさらに判断される。
【００１８】
　したがって、半二重端末は、第２の基地局が半二重端末をハンドリングすることができ
るか否かを判断するために、半二重端末をハンドリングしている第１の基地局から多くの
メッセージを必要としない。したがって、ダウンリンクシグナリングが増加しない。
【００１９】
　特定の特徴によれば、第２の基地局は、他の端末が位置する第２の基地局のセルにおい
て信号を転送し、半二重端末は、第２の基地局によってハンドリングされているとき、第
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２の基地局のセルのアイドル期間と呼ばれる時間期間中に信号の転送及び受信を行わず、
第２の基地局が半二重端末をハンドリングすることができるか否かを判断することは、第
２の基地局のセルのアイドル期間に従ってさらに判断される。
【００２０】
　したがって、半二重端末は、基地局からの特定の拒否メッセージを何ら必要とすること
なくハンドオーバを防止することができる。
【００２１】
　特定の特徴によれば、無線通信ネットワークは半二重周波数分割複信方式を使用し、第
１の基地局若しくは第２の基地局によってハンドリングされている半二重端末のみが、第
１の基地局若しくは第２の基地局のセルのアイドル期間中に信号の転送及び受信を行わな
いか、又は、第１の基地局若しくは第２の基地局によってハンドリングされている半二重
端末、及び、第１の基地局若しくは第２の基地局が、第１の基地局若しくは第２の基地局
のセルのアイドル期間中に信号の転送及び受信を行わない。
【００２２】
　したがって、基地局における半二重ＦＤＤ端末に起因する特定の実装コストが削減され
るか、又は、基地局の電力消費が制限される。
【００２３】
　特定の特徴によれば、無線通信ネットワークは時分割複信方式を使用し、第１の基地局
若しくは第２の基地局によってハンドリングされている半二重端末、及び、第１の基地局
若しくは第２の基地局は、アイドル期間中に信号の転送及び受信を行わない。
【００２４】
　したがって、アップリンク通信とダウンリンク通信との間の干渉が削減される。
【００２５】
　特定の特徴によれば、半二重端末は、
　－　品質測定値が所定の値よりも大きい信号を転送した基地局であって半二重端末をハ
ンドリングすることができる基地局を選択し、
　－　選択された基地局によって転送された信号に関する品質測定値を含む測定報告を作
成し、
　－　半二重端末をハンドリングしている第１の基地局へ測定報告を転送する。
【００２６】
　したがって、半二重端末は、各基地局に対してハンドオーバ可能性をチェックすること
ができ、この端末をハンドリングすることができる基地局によって転送された信号に関す
る品質測定値のみを含む測定報告を転送する。そのため、端末をハンドリングしている基
地局は、ハンドオーバ後にいずれの基地局がこの半二重端末をハンドリングすべきである
のかを、誤りなく判定することができる。
【００２７】
　特定の特徴によれば、半二重端末は、
　－　第２の基地局へのハンドオーバに進む要求を表すメッセージを、半二重端末をハン
ドリングしている第１の基地局から受信し、
　－　第２の基地局が半二重端末をハンドリングすることができるか否かをチェックし、
　－　チェックの結果に従って半二重端末をハンドリングしている第１の基地局へメッセ
ージを転送する。
【００２８】
　したがって、基地局は、低い計算複雑度でハンドオーバの判定を行うことができる。
【００２９】
　さらに別の態様によれば、本発明は、プログラマブルデバイス内に直接ロード可能とす
ることができるコンピュータプログラムに関する。当該コンピュータプログラムは、プロ
グラマブルデバイス上で実行される時に本発明による方法のステップを実施するための命
令又はコード部分を含む。
【００３０】
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　このコンピュータプログラムに関する特徴及び利点は、本発明による方法及びデバイス
に関連して上述したものと同じであるので、ここでは繰り返さないことにする。
【００３１】
　本発明の特徴は、一例の実施形態の以下の説明を読むことによってより明確になるであ
ろう。当該説明は、添付図面に関して作成されている。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明が実施される無線セルラー通信ネットワークのアーキテクチャを表す図で
ある。
【図２ａ】アップリンクチャネルが同期し、基地局及び半二重端末がセルのアイドル期間
中に信号の転送及び受信を行わない場合のアイドル期間を示すクロノグラムである。
【図２ｂ】アップリンクチャネルが同期し、半二重端末がセルのアイドル期間中に信号の
転送及び受信を行わない場合のアイドル期間を示すクロノグラムである。
【図３】本発明による無線通信システムの端末のアーキテクチャを表す図である。
【図４】アップリンクチャネルが非同期であり、無線通信ネットワークが時分割複信方式
を使用し、セルに位置する半二重端末及び基地局がアイドル期間中に信号の転送及び受信
を行わない場合のアイドル期間を示すクロノグラムである。
【図５】本発明による信号及びタイミングのクロノグラムの一例を示す図である。
【図６】本発明の第１の実現モードによる、端末によって実行されるアルゴリズムの一例
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　図１は、本発明が実施される無線セルラー通信ネットワークのアーキテクチャを表す図
である。
【００３４】
　無線セルラー通信ネットワークは、時分割複信方式（ＴＤＤ）又は半二重周波数分割複
信方式を使用することができる。
【００３５】
　ＴＤＤ方式では、アップリンクチャネル及びダウンリンクチャネルで転送される信号は
、同じ周波数帯域において異なるサブフレームで複信される。このサブフレームは、タイ
ムスロットとも呼ばれる。
【００３６】
　全二重周波数分割複信方式では、アップリンクチャネル及びダウンリンクチャネルで転
送される信号は、異なる周波数帯域において同じサブフレームで複信される。このサブフ
レームは、タイムスロットとも呼ばれる。
【００３７】
　半二重端末側からの半二重ＦＤＤ方式では、アップリンクチャネル及びダウンリンクチ
ャネルで転送される信号は、異なる周波数帯域において異なるサブフレームで複信される
。このサブフレームは、タイムスロットとも呼ばれる。このような場合、基地局は、全二
重周波数分割複信方式を使用するのと同時に、各半二重ＦＤＤ端末のタイムスロットを適
切に順序付けることによっていくつかの半二重ＦＤＤ端末と同時に通信することができる
場合がある。
【００３８】
　基地局ＢＳが端末ＴＥへシンボルを転送するとき、データ、信号、又はメッセージが、
ダウンリンクチャネルを通じて転送される。
【００３９】
　端末ＴＥが基地局ＢＳへシンボルを転送するとき、信号、メッセージ、又はデータが、
アップリンクチャネルを通じて転送される。
【００４０】
　図１の無線セルラー通信ネットワークでは、基地局ＢＳ２のセル１５2に位置する端末
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ＴＥは、基地局ＢＳ１のセル１５1に移動中である。
【００４１】
　単純にするために、図１には２つの基地局ＢＳしか示されていないが、実際には、無線
セルラー通信ネットワークは複数の基地局ＢＳから成る。
【００４２】
　基地局ＢＳ１のセル１５1は、基地局ＢＳ１によって転送される信号、たとえば基地局
ＢＳ１の測定チャネルで転送される信号の電力強度が、セル１５1に位置する端末ＴＥに
よって所定の値よりも上のレベルで受信されるエリアである。
【００４３】
　全二重端末ＴＥが基地局ＢＳ１のセル１５1に位置しているとき、基地局ＢＳ１は全二
重端末ＴＥをハンドリングすることができる。全二重端末ＴＥは、基地局ＢＳ１を通じて
、リモートの通信デバイスとの通信を確立又は受信することができる。セル１５1は規則
正しい形状を有していない。これは、主として、基地局ＢＳ１との見通し線（line of si
ght）にある特定のロケーション、又は障害物に起因する。
【００４４】
　基地局ＢＳ１のエリアＲ１は、Ｒ１に位置する各端末ＴＥについて、基地局ＢＳ１とそ
の端末ＴＥとの間のラウンドトリップ遅延、並びに、受信モードと送信モードとの間の切
り換え及び／又は送信モードと受信モードとの間の切り換えの合計が、セル１５1のアイ
ドル期間以下であるエリアである。
【００４５】
　換言すれば、半二重又は全二重の端末ＴＥが基地局ＢＳ１のエリアＲ１に位置するとき
、基地局ＢＳ１は端末ＴＥをハンドリングすることができ、端末ＴＥは基地局ＢＳ１を通
じてリモートの通信デバイスとの通信を確立又は受信することができる。
【００４６】
　半二重端末ＴＥがセル１５1に位置するが基地局ＢＳ１のエリアＲ１に位置していない
とき、端末ＴＥはセル１５1においてセル１５1のアイドル期間に適合していない特性を有
するので、基地局ＢＳ１は半二重端末ＴＥをハンドリングすることができない。
【００４７】
　エリアＲ１はセル１５1に含まれる。Ｒ１と１５1との相違は、セル１５1について設定
せれたアイドル期間によって画定される。
【００４８】
　長いアイドル期間によって、基地局ＢＳ１はいずれの半二重端末ＴＥもハンドリングす
ることが可能になるが、基地局Ｒ１と半二重端末ＴＥとの間で転送されるデータの点から
、全体の容量は削減される。Ｒ１は、セル１５1に位置する大部分の半二重端末ＴＥに対
して基地局ＢＳ１によってハンドリングされる可能性を提供するように画定される。Ｒ１
は、基地局ＢＳ１から遠い少数の半二重端末ＴＥのためにのみアイドル期間を長くしなけ
ればならないことを回避するように画定される。
【００４９】
　基地局ＢＳ２のセル１５2は、基地局ＢＳ２の測定チャネルで転送される信号のような
信号の電力強度が、セル１５2に位置する端末ＴＥによって所定の値よりも上のレベルで
受信されるエリアである。全二重端末ＴＥが基地局ＢＳ２のセル１５2に位置していると
き、基地局ＢＳ２は全二重端末ＴＥをハンドリングすることができる。全二重端末ＴＥは
、基地局ＢＳ２を通じてリモートの通信デバイスとの通信を確立又は受信することができ
る。
【００５０】
　基地局ＢＳ２のエリアＲ２は、Ｒ２に位置する各端末ＴＥについて、基地局ＢＳ２とそ
の端末ＴＥとの間のラウンドトリップ遅延、並びに、受信モードと送信モードとの間の切
り換え及び／又は送信モードと受信モードとの間の切り換えの合計が、セル１５2のアイ
ドル期間以下であるエリアである。
【００５１】
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　換言すれば、半二重又は全二重の端末ＴＥが基地局ＢＳ２のエリアＲ２に位置するとき
、基地局ＢＳ２は端末ＴＥをハンドリングすることができ、端末ＴＥは基地局ＢＳ２を通
じてリモートの通信デバイスとの通信を確立又は受信することができる。
【００５２】
　半二重端末ＴＥがセル１５2に位置するが基地局ＢＳ２のエリアＲ２に位置していない
とき、端末ＴＥはセル１５2においてセル１５2のアイドル期間に適合していない特性を有
するので、基地局ＢＳ２は半二重端末ＴＥをハンドリングすることができない。
【００５３】
　エリアＲ２はセル１５2に含まれる。Ｒ２と１５2との相違は、セル１５2について設定
せれたアイドル期間によって画定される。
【００５４】
　ここで、セル１５1及び１５2についてそれぞれ設定されたアイドル期間は、等しくても
よく、異なっていてもよいことに留意されたい。
【００５５】
　本発明によれば、基地局ＢＳは、ダウンリンク信号メッセージを端末ＴＥへ転送する手
段と、メッセージを受信する手段とを備える。
【００５６】
　基地局ＢＳは、ノード、或いはノードＢ、或いは拡張ノードＢ、或いはアクセスポイン
トとも呼ばれる。
【００５７】
　端末ＴＥは、移動電話、携帯情報端末、或いはパーソナルコンピュータのような半二重
端末である。端末ＴＥはユーザ機器とも呼ばれる。
【００５８】
　無線通信ネットワークはセル同期（cell-synchronized）されている。異なるセル１５
又は基地局ＢＳを発信源とする信号は、同時に送信される。
【００５９】
　より正確には、これらの信号はフレームに構造化され、フレーム自体はシンボルから成
る。セル同期は、シンボルレベルで確保される場合がある。これは、所与のセル１５又は
基地局ＢＳにおけるシンボルの送信時刻が、他の任意のセル１５又は基地局ＢＳにおける
シンボルの送信時刻と一致することを意味する。また、セル同期は、フレームレベルで確
保される場合もある。その場合、所与のセル１５又は基地局ＢＳにおけるフレームの送信
時刻は、他の任意のセル１５又は基地局ＢＳにおけるフレームの送信時刻と一致する。セ
ル同期は、各基地局ＢＳにＧＮＳＳ（全地球的航法衛星システム）を含めることによって
行うことができる。
【００６０】
　図２ａは、アップリンクチャネルが同期し、基地局及び半二重端末がセルのアイドル期
間中に信号の転送及び受信を行わない場合のアイドル期間を示すクロノグラムである。
【００６１】
　アップリンクチャネルが同期しているとき、基地局ＢＳの所与のセル１５のアップリン
クチャネルで送信されるシンボルは、基地局ＢＳと端末ＴＥとを隔てる距離にかかわらず
基地局ＢＳによって同じ時刻ｔｒで受信されなければならない。信号が基地局及び半二重
端末側の双方によってアイドル期間中に受信も転送もされないとき、基地局ＢＳは、端末
ＴＥによって送信されたシンボルの処理を行うために、それらのシンボルの受信を待たな
ければならない。
【００６２】
　エリアＲ１又はＲ２の境界に位置する端末ＴＥについて求められる待ち時間、換言すれ
ば、求めることができる最大待ち時間は、セル１５のガード期間又はアイドル期間ＩＰと
呼ばれる。これは、少なくともラウンドトリップ遅延ＲＴＤ（Ｒａ）に受信送信切り換え
時間ＲＴＳを加えたものに等しくなければならない。ここで、ＲａはエリアＲ１又はＲ２
が円とみなされる場合のエリアＲ１又はＲ２の半径である。
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【００６３】
　基地局ＢＳ１は、ダウンリンクシンボルＤＬを端末ＴＥへ転送する。これらのダウンリ
ンクシンボルＤＬは、ラウンドトリップ遅延ＲＴＤの２分の１に等しい遅延で端末ＴＥに
よって受信される。
【００６４】
　アイドル期間ＩＰの期間中、基地局ＢＳはいずれのシンボルの転送も受信も行わない。
いずれのシンボルの転送も受信も行わないことによって、基地局の電力消費が削減される
。
【００６５】
　基地局ＢＳとそのセル１５に含まれる各端末ＴＥとを隔てる距離にかかわらず、アップ
リンクシンボルを基地局ＢＳが同時に受信する必要があるので、基地局ＢＳは、端末ＴＥ
のそれぞれについてタイミング遅延ＴＤ（ｄ）を求める。
【００６６】
　このタイミング遅延は、次の式を使用して計算される。
【００６７】
　　ＴＤ（ｄ）＝ｔｒ－ｔｅ－ＤDL－ＲＴＤ（ｄ）＝ＩＰ－ＲＴＤ（ｄ）
【００６８】
ここで、ｄは端末ＴＥと基地局ＢＳとの間の距離であり、ＤDLは端末がダウンリンクチャ
ネルで受信することができるシンボルの全継続時間である。
【００６９】
　基地局ＢＳは、各タイミング遅延から、各端末ＴＥについてタイミングアドバンスＴＡ
＝ＩＰ－ＴＤ（ｄ）を求め、このタイミングアドバンスを対応する端末ＴＥへ転送する。
【００７０】
　端末ＴＥ１がその端末ＴＥのデータを含む先行のダウンリンクタイムスロットの直後の
アップリンクタイムスロットにスケジューリングされている場合、端末ＴＥは、アップリ
ンクチャネルを介するシンボルの送信に自身のタイミングアドバンスＴＡ（ＴＥ）値を適
用して、端末ＴＥから送信されたシンボルがアップリンクタイムスロットｔｒの開始時に
基地局ＢＳで受信されるようにする。
【００７１】
　ここで、アイドル期間ＩＰは不連続であることに留意されたい。アイドル期間ＩＰは、
端末ＴＥについて、１／２ＲＴＤで示される２つの時間期間及び時間期間ＴＤ（ＴＥ）か
ら成る。
【００７２】
　図２ｂは、アップリンクチャネルが同期し、半二重端末がセルのアイドル期間中に信号
の転送及び受信を行わない場合のアイドル期間を示すクロノグラムである。
【００７３】
　図２ｂの例のアイドル期間中、端末ＴＥのみが信号の受信も転送も行わない。
【００７４】
　基地局ＢＳは、アイドル期間を何ら考慮することなくダウンリンクチャネルＤＬTでシ
ンボルを転送する。基地局ＢＳは、各端末ＴＥを潜在的に全二重端末ＴＥであるとみなす
。基地局ＢＳは、たとえシンボルが半二重端末によって使用できない場合であっても、シ
ンボルを転送することがある。使用できないシンボルを転送することによって、全二重端
末ＴＥ及び半二重端末ＴＥをハンドリングすることができる基地局ＢＳの特定の特徴を製
造するための開発コストが削減される。
【００７５】
　半二重端末ＴＥ、例として端末ＴＥがダウンリンクチャネルＤＬTでシンボルを受信す
ると、端末ＴＥは受信シンボルに対して或るパンクチャリングを実行する。端末ＴＥは、
セル１５のアイドル期間に適合するダウンリンクシンボル、すなわち、端末がダウンリン
クチャネルで受信することができるシンボルの継続時間ＤDLに含まれるダウンリンクシン
ボルのみをＤＬRで受信する。
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【００７６】
　端末ＴＥのタイミングアドバンスＴＡ（ＴＥ）及びタイミング遅延ＴＤ（ＴＥ）は、図
２ａで開示したのと同様の方法で求められる。
【００７７】
　ここで、アイドル期間ＩＰは、基地局ＢＳでは連続であるのに対して、半二重端末ＴＥ
では不連続であることに留意されたい。アイドル期間ＩＰは、端末ＴＥについて、１／２
ＲＴＤで示される２つの時間期間及び時間期間ＴＤ（ＴＥ）から成る。
【００７８】
　ＤDLに含まれない信号Ｐｕｎｃは処理されない。
【００７９】
　図３は、本発明による端末のアーキテクチャを表す図である。
【００８０】
　端末ＴＥは、たとえば、バス３０１によって互いに接続されているコンポーネントと、
図５又は図６に開示するようなアルゴリズムに関連するプログラムによって制御されるプ
ロセッサ３００とに基づくアーキテクチャを有する。
【００８１】
　ここで、端末ＴＥは、一変形では、以下で開示するようなプロセッサ３００によって実
行されるオペレーションと同じオペレーションを実行する１つ又はいくつかの専用集積回
路の形態で実施されることに留意されたい。
【００８２】
　バス３０１は、プロセッサ３００を、読み出し専用メモリＲＯＭ３０２、ランダムアク
セスメモリＲＡＭ３０３、及びチャネルインタフェース３０５に接続する。
【００８３】
　読み出し専用メモリＲＯＭ３０２は、図５又は図６に開示するようなアルゴリズムに関
連するプログラムの命令を含む。これらの命令は、端末ＴＥに電源が投入されるときにラ
ンダムアクセスメモリＲＡＭ３０３へ転送される。
【００８４】
　ＲＡＭメモリ３０３は、変数を収容するように意図されるレジスタと、図５又は図６に
開示するようなアルゴリズムに関連するプログラムの命令とを含む。
【００８５】
　チャネルインタフェース３０５は、基地局ＢＳへメッセージを転送し且つ／又は基地局
ＢＳからメッセージを受信する手段と、本発明による報告メッセージをアンテナＴＥＡｎ
ｔを通じて転送する手段と、受信信号の品質を測定する手段とを備える。
【００８６】
　図４は、本発明による信号及びタイミングのクロノグラムの一例を示している。
【００８７】
　横軸は基地局ＢＳと端末ＴＥとを隔てる距離を表し、縦軸は時間を表している。
【００８８】
　基地局ＢＳ２は信号ＤＬ２を転送する。この信号ＤＬ２は、Ｔ2の継続時間の後に端末
ＴＥによって受信される
【００８９】
　基地局ＢＳ１は信号ＤＬ１を転送する。この信号ＤＬ１は、Ｔ1の継続時間の後に端末
ＴＥによって受信される
【００９０】
　信号ＤＬ１の受信時刻と信号ＤＬ２の受信時刻との差分はΔＴで示される。
【００９１】
　本発明によれば、端末ＴＥは、以下で開示するように、端末ＴＥによって受信される信
号の品質測定報告を適合させるために差分ΔＴを効率的に使用する。
【００９２】
　図５は、本発明の第１の実現モードによる、端末によって実行されるアルゴリズムの一
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例である。
【００９３】
　より正確には、本アルゴリズムは、ダウンリンク信号が少なくとも１つの基地局ＢＳか
らたとえば測定チャネルで受信されるごとに、各端末ＴＥのプロセッサ３００によって実
行される。
【００９４】
　端末ＴＥは、その端末ＴＥを現在ハンドリングしている第１の基地局ＢＳとも呼ばれる
基地局ＢＳのセル１５のアイドル期間ＩＰ、及び、第２の基地局ＢＳとも呼ばれる他の基
地局ＢＳのセル１５のアイドル期間ＩＰを知っている。ここで他の基地局ＢＳは、例とし
て、端末ＴＥを現在ハンドリングしている基地局ＢＳに隣接する基地局である。
【００９５】
　基地局ＢＳの各セル１５のアイドル期間ＩＰは、端末ＴＥを現在ハンドリングしている
基地局ＢＳによってブロードキャストされるか、又は、各基地局ＢＳによってブロードキ
ャストされるか、又は、基地局ＢＳの各セル１５について同一である。
【００９６】
　ステップＳ５００において、プロセッサ３００は、端末ＴＥをハンドリングしている基
地局ＢＳ、すなわち第１の基地局ＢＳの測定チャネルでの信号の受信、及び、少なくとも
別の基地局ＢＳ、すなわち第２の基地局ＢＳによってその測定チャネルで転送された少な
くとも信号の受信をチャネルインタフェース３０５によって検出する。
【００９７】
　次のステップＳ５０１において、プロセッサ３００は、端末ＴＥを現在ハンドリングし
ている基地局ＢＳ以外の他の基地局ＢＳそれぞれについて、端末ＴＥをハンドリングして
いる基地局ＢＳによって転送された信号の受信時刻と、当該他の基地局ＢＳによって転送
された信号の受信時刻との時間差分ΔＴを記憶する。
【００９８】
　次のステップＳ５０２において、プロセッサ３００は、ダウンリンク信号に関するいく
つかの品質測定を実行するようにチャネルインタフェース３０５に命令する。チャネルイ
ンタフェース３０５は、見つけることができる基地局ＢＳの各測定チャネルで転送された
信号を測定し、品質測定値が所定の値よりも大きい基地局ＢＳ及び測定値を記憶する。
【００９９】
　次のステップＳ５０３において、プロセッサ３００は、他の基地局ＢＳそれぞれについ
て、端末ＴＥが当該他の基地局ＢＳによってハンドリングされた場合に適用しなければな
らないタイミングアドバンスを求める。
【０１００】
　プロセッサ３００は、次の公式に従ってタイミングアドバンスを求める。
【０１０１】
　ＴＡ（当該他のＢＳ）＝ＩＰ（ＢＳ）－ＴＡ（ＢＳ）＋２ΔＴ
【０１０２】
　ＴＡ（当該他のＢＳ）は、当該他の基地局ＢＳについて求められるタイミングアドバン
スであり、ＴＡ（ＢＳ）は、端末ＴＥを現在ハンドリングしている基地局ＢＳのタイミン
グアドバンスであり、ＩＰ（ＢＳ）は、端末ＴＥを現在ハンドリングしている基地局ＢＳ
のセル１５のアイドル期間である。
【０１０３】
　次のステップＳ５０４において、プロセッサ３００は、１番目の求められたタイミング
アドバンスＴＡを選択する。
【０１０４】
　次のステップＳ５０５において、プロセッサ３００は、選択されたタイミングアドバン
スＴＡがＩＰ（当該他のＢＳ）よりも大きいか否かをチェックする。
【０１０５】
　ＩＰ（当該他のＢＳ）は、当該他の基地局ＢＳのセル１５のアイドル期間である。
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【０１０６】
　当該他の基地局ＢＳについて、求められたタイミングアドバンスがＩＰ（当該他のＢＳ
）よりも大きいとき、これは端末ＴＥと当該他の基地局ＢＳとの間のラウンドトリップ遅
延が当該他の基地局ＢＳのセル１５のアイドル期間よりも大きいことを意味し、端末ＴＥ
は当該他の基地局ＢＳによってハンドリングすることができないことを意味する。
【０１０７】
　選択されたタイミングアドバンスがＩＰ（当該他のＢＳ）よりも大きい場合、プロセッ
サ３００はステップＳ５０６に進む。選択されたタイミングアドバンスがＩＰ（当該他の
ＢＳ）以下である場合、プロセッサ３００はステップＳ５０７に進む。
【０１０８】
　ステップＳ５０６において、プロセッサ３００は、選択されたタイミングアドバンスを
有する当該他の基地局ＢＳを、端末ＴＥに適合していないものとしてマーキングし、ステ
ップＳ５０８に進む。
【０１０９】
　ステップＳ５０７において、プロセッサ３００は、選択されたタイミングアドバンスを
有する当該他の基地局ＢＳを、端末ＴＥに適合しているものとしてマーキングし、ステッ
プＳ５０８に進む。
【０１１０】
　ステップＳ５０８において、プロセッサ３００は、求められたタイミングアドバンスが
選択済みでないかをチェックする。タイミングアドバンスが選択済みでない場合、プロセ
ッサ３００はステップＳ５０９に移動して別のタイミングアドバンスを選択し、ステップ
Ｓ５０５に戻る。
【０１１１】
　求められた各タイミングアドバンスが選択済みである場合、プロセッサ３００はステッ
プＳ５１０に進んで測定報告を作成する。
【０１１２】
　プロセッサ３００は、品質測定値が所定の値よりも大きい信号を転送した基地局であっ
て半二重端末をハンドリングすることができる基地局（複数可）を選択する。プロセッサ
３００は、選択された基地局（複数可）によって転送された信号に関する品質測定値を含
む測定報告を作成する。
【０１１３】
　その後、プロセッサ３００は、端末ＴＥをハンドリングしている基地局ＢＳへの測定報
告の転送を命令する。
【０１１４】
　図６は、本発明の第２の実現モードによる、端末によって実行されるアルゴリズムの一
例である。
【０１１５】
　より正確には、本アルゴリズムは、ダウンリンク信号が少なくとも１つの基地局ＢＳの
測定チャネルで受信されるごとに、各端末ＴＥのプロセッサ３００によって実行される。
【０１１６】
　端末ＴＥは、その端末ＴＥを現在ハンドリングしている第１の基地局ＢＳとも呼ばれる
基地局ＢＳのセル１５のアイドル期間ＩＰ、及び、第２の基地局ＢＳとも呼ばれる他の基
地局ＢＳのセル１５のアイドル期間ＩＰを知っている。これら他の基地局ＢＳは、例とし
て、端末ＴＥを現在ハンドリングしている基地局ＢＳに隣接する基地局である。
【０１１７】
　基地局ＢＳの各セルのアイドル期間ＩＰは、端末ＴＥを現在ハンドリングしている基地
局ＢＳによってブロードキャストされるか、又は、各基地局ＢＳによってブロードキャス
トされるか、又は、基地局ＢＳの各セル１５について同一である。
【０１１８】
　ステップＳ６００において、プロセッサ３００は、端末ＴＥをハンドリングしている基
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地局ＢＳの測定チャネルでの信号の受信、及び、少なくとも別の基地局ＢＳによってその
測定チャネルで転送された少なくとも信号の受信をチャネルインタフェース３０５によっ
て検出する。
【０１１９】
　次のステップＳ６０１において、プロセッサ３００は、端末ＴＥを現在ハンドリングし
ている基地局ＢＳ以外の他の基地局ＢＳそれぞれについて、端末ＴＥをハンドリングして
いる基地局ＢＳによって転送された信号の受信時刻と、当該他の基地局ＢＳによって転送
された信号の受信時刻との時間差分ΔＴを記憶する。
【０１２０】
　次のステップＳ６０２において、プロセッサ３００は、ダウンリンク信号に関するいく
つかの品質測定を実行するようにチャネルインタフェース３０５に命令する。チャネルイ
ンタフェース３０５は、見つけることができる基地局ＢＳの各測定チャネルで転送された
信号を測定し、品質測定値が所定の値よりも大きい基地局ＢＳ及び測定値を記憶する。
【０１２１】
　次のステップＳ６０３において、プロセッサ３００は、他の基地局ＢＳそれぞれについ
て、端末ＴＥが当該他の基地局ＢＳによってハンドリングされた場合に適用しなければな
らないタイミングアドバンスを求める。
【０１２２】
　プロセッサ３００は、次の公式に従ってタイミングアドバンスを求める。
【０１２３】
　ＴＡ（当該他のＢＳ）＝ＩＰ（ＢＳ）－ＴＡ（ＢＳ）＋２ΔＴ
【０１２４】
　ＴＡ（当該他のＢＳ）は、当該他の基地局ＢＳについて求められるタイミングアドバン
スであり、ＴＡ（ＢＳ）は、端末ＴＥを現在ハンドリングしている基地局ＢＳのタイミン
グアドバンスであり、ＩＰ（ＢＳ）は、端末ＴＥを現在ハンドリングしている基地局ＢＳ
のセル１５のアイドル期間である。
【０１２５】
　ステップＳ６０４において、プロセッサ３００は、端末ＴＥをハンドリングしている基
地局ＢＳによって転送されたメッセージであって、ハンドオーバに進む要求を表すメッセ
ージ、すなわち、別の基地局ＢＳによってハンドリングされる要求を表すメッセージを、
チャネルインタフェース３０５を通じて受信する。
【０１２６】
　次のステップＳ６０５において、プロセッサ３００は、当該他の基地局ＢＳについて、
求められたタイミングアドバンスがＩＰ（当該他のＢＳ）よりも大きいか否かをチェック
する。
【０１２７】
　ＩＰ（当該他のＢＳ）は、当該他の基地局ＢＳのセル１５のアイドル期間である。
【０１２８】
　当該他の基地局ＢＳについて求められたタイミングアドバンスがＩＰ（当該他のＢＳ）
よりも大きい場合、プロセッサ３００はステップＳ６０６に進む。そうでない場合、プロ
セッサ３００はステップＳ６０７に進む。
【０１２９】
　ステップＳ６０６において、プロセッサ３００は、ハンドオーバの拒絶を表すメッセー
ジを、端末ＴＥをハンドリングしている基地局ＢＳへ転送することを命令する。その後、
プロセッサ３００は、本アルゴリズムを中断する。
【０１３０】
　ステップＳ６０７において、プロセッサ３００は、ハンドオーバに進むことへの同意を
表すメッセージを、端末ＴＥをハンドリングしている基地局ＢＳへ転送することを命令す
る。プロセッサ３００は、当該他の基地局ＢＳとの間で従来のハンドオーバ手順を開始す
る。
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【０１３１】
　当然のことながら、本発明の範囲から逸脱することなく、上述した本発明の実施形態に
多くの変更を行うことができる。

【図１】

【図２ａ】

【図２ｂ】

【図３】

【図４】
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